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オークランド日本語補習学校規則  第 15 条（入学） 

 

本校に入学を希望する者は入学願を提出し、定められた手続きを経た者について理事長が 

これを許可する。 

 (1)Aコースに入学できる者はオークランドに在住するオークランド日本貿易懇談会（二

水会）会員子女、またはオークランド日本人会会員子女とする。 

 

 A コースが企業派遣及びその他短期在住者の子女の為の授業を行うことを了解す

ること。 

 将来児童・生徒に日本に於いて教育を受けさせる意思を持っていること。 

あるいは日本に於いて教育を受られるだけの学力を身に付けることを目指してい

ること。 

 日本語及び学齢相当学年の授業が理解できること。 

 入学試験に合格すること。 

 学齢相当の学力を有すると認められない時は、転部または退学させられることも

有りうること。 

 前在籍校の「通知表」の写しを提出すること。（「在学証明書」や「指導要録の写」

等は不要） 

 保護者の責任のもと、教室まで送り迎えをすること。 

 補習校として学校生活や行事等で起きた事件・事故の責任は負えないこと。 

 補習校の規約等に則り、補習校の指示に従うこと。 

 

 

上記に同意します。 

令和    年   月   日 

生徒氏名 

 

 

保護者氏名 


